
  研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン
  不正発生時の対応フロー図

・法人本部受付窓口

・大学受付窓口(２系統あり)

日本赤十字学園

法人本部受付窓口 受付窓口/総務課
＜第三者機関通報(告発)窓口＞

・弁護士法人小野総合法律事務所

法人本部連絡
・真偽等事実確認調査依頼

・告発の

  受付 ・事実確認等調査
  から

  30日   ・調査の要否を報告(簡易)

  以内

・法人本部としても内容合意

法人本部通じ配分    調査委員会   ・調査の要否を報告

機関に報告(終了)
・なし    設置の必要性    (書面にて)

・あり

法人本部通じ配分機

関に報告(調査必)

・法人本部として当該機関に属さない第３者

 (弁護士・公認会計士)計２名を選任

  ・調査委員会は、不正の有無及び不正内容、関与した者及び

  その関与の程度、不正使用の相当額等調査し、認定する。

・研究機関は調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に

  報告協議しなければならない。

・告発の

  受付

  から

  210日以内

（通報（告発）窓口および留意事項は次のページにあります。）

法人本部通じ配分機関に報告(終了)

日本赤十字北海道看護大学

不正疑い通報

学長・事務局長に連絡

学長が調査委員会設置

法人本部報告



【研究活動に関する通報(告発)窓口】
＜日本赤十字北海道看護大学通報(告発)窓口＞
事務局・総務課

電話番号：０１５７－６６－３３１１

＜第三者機関通報(告発)窓口＞

事務所名：弁護士法人小野総合法律事務所

住所：千代田区有楽町一丁目７番１号  有楽町電気ビル北館１６階

電話番号：０３－３２１８－１２１１

担当弁護士：庄司克也  横田卓也

【留意事項】
①上記窓口に告発を通報する際には、対象大学名、通報者の氏名、

担当弁護士から通報者へ連絡する場合の連絡先・連絡方法、公的研

究費の不正に関する告発通報である旨を明確に伝えてください。

②通報の手段は、郵便又は電話によります。電子メールを希望する

場合には、上記窓口に連絡先を確認してください。

③不正目的の告発通報（悪意に基づく告発通報等）は受け付けられ

ません。

④単なる憶測や噂の類に基づく告発通報は極力控えてください。

⑤上記窓口の弁護士は、告発通報の窓口になるだけであり、通報

者の相談を受け、又は通報者の代理人となるものではありません。

＊通報（告発）により、通報（告発）者が不利益を被らないように

また、名誉及びプライバシーが侵害されることがないよう十分に

配慮いたします。


